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は
　
じ
　
め
　
に

　
唐
末
五
代
以
来
の
節
度
使
・
藩
鎮
体
制
の
武
断
政
治
の
下
で
分
権
化
し
て

い
た
地
方
政
治
を
改
廃
し
、
民
政
・
財
政
・
軍
政
の
三
権
を
全
て
中
央
に
集

中
し
、
文
治
主
義
の
下
強
力
な
中
央
集
権
体
制
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

従
来
の
一
般
的
な
宋
朝
像
で
あ
る
。
こ
う
し
た
所
謂
唐
宋
変
革
の
認
識
を
大

か
れ
少
な
か
れ
前
提
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
宋
代
史
研
究
は
進
め
ら
れ

て
き
た
と
言
え
よ
う
。
財
政
史
研
究
に
つ
い
て
み
て
も
、
や
は
り
こ
の
「
中

央
集
権
化
さ
れ
た
財
政
」
と
い
う
視
点
は
強
固
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
従
来

の
磐
代
財
政
史
研
究
に
お
い
て
は
、
国
家
財
政
レ
ベ
ル
で
の
制
度
的
・
数
量

的
考
察
が
先
行
し
、
王
朝
レ
ベ
ル
あ
る
い
は
中
央
レ
ベ
ル
に
お
け
る
財
政
状

況
を
そ
の
ま
ま
下
位
の
路
や
特
に
府
州
レ
ベ
ル
の
財
政
解
釈
へ
と
敷
棄
し
て

し
ま
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
行
政
と
し
て
は
最
下
位
の
馬
溜
・
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
対
象
と
七
た
財
政
研
究
の
絶
対
量
の
少
な
さ
と
、
「
地
域
史
」
の
文
脈
に

お
け
る
多
様
性
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
比
較
研
究
と
い
う
発
想
の
欠
如
も
一
つ

の
原
困
と
な
っ
て
お
り
、
中
央
と
路
・
府
州
・
県
の
財
政
を
つ
な
ぐ
環
の
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
を
結
果
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
影
壁
時
期
の
鎮
江
府
を
一
つ
の
題
材
と
し
て
考
え
た

場
合
、
そ
の
宋
代
と
し
て
は
例
外
的
に
豊
富
な
両
税
を
は
じ
め
と
す
る
数
量

デ
ー
タ
が
残
存
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
ご
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

部
分
的
に
し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
そ
の
地
理
的
位
置
1
…

長
江
と
大
運
河
の
交
差
点
、
建
康
の
東
隣
、
潅
東
総
領
所
所
在
地
1
か
ら

す
る
と
こ
ろ
の
経
済
的
・
軍
事
的
な
意
味
合
い
の
重
要
性
、
ま
た
こ
れ
ま
で

鎮
江
府
財
政
に
つ
い
て
の
叢
論
は
無
い
こ
と
か
ら
し
て
、
聖
駕
財
政
の
解
明

に
は
恰
好
の
対
象
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
宋
代
財
政
像
再
検
討
の
足
掛
か
り
と
し
て
両
税
秋
苗
米
の

「
原
潜
」
を
取
り
上
げ
る
。
唐
代
後
半
期
以
後
明
代
に
至
る
ま
で
国
家
の
正

税
と
し
て
、
国
家
の
財
政
収
入
の
中
心
を
な
し
て
き
た
の
が
土
地
税
た
る
両
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税
で
あ
り
、
両
税
の
税
目
中
豊
も
重
要
で
あ
り
両
税
の
根
幹
と
な
っ
て
い
た

の
が
秋
扇
米
で
あ
っ
た
。
一
度
決
め
ら
れ
た
税
額
や
課
税
対
象
の
土
地
面
積

が
、
一
王
朝
を
通
じ
て
さ
ら
に
は
次
の
王
朝
に
お
い
て
も
固
定
さ
れ
変
更
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
る
こ
と
な
く
尊
重
さ
れ
続
け
る
と
い
う
所
謂
「
原
額
（
主
義
）
偏
　
の
存
在

は
、
明
清
時
代
の
財
政
に
関
し
て
は
い
わ
ば
常
識
的
知
見
に
属
す
る
が
、
一

代
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
共
通
認
識
を
得
る
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
北
都
景
徳

四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
設
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
東
南
六
趣
－
両
漸
・
野
南

・
江
東
・
江
西
・
湖
南
・
湖
北
　
　
か
ら
首
都
の
開
封
及
び
湖
辺
地
域
へ
送

ら
れ
る
上
巳
漕
運
米
の
「
原
額
（
一
散
額
）
」
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

研
究
が
考
察
し
て
い
る
も
の
の
、
最
末
端
の
行
政
単
位
で
あ
る
府
州
・
県
の

財
政
の
現
場
で
の
「
三
下
」
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
は
皆
無
に
近
い
。

　
野
州
・
県
財
政
に
お
け
る
「
原
額
」
の
存
在
の
有
無
の
検
証
は
、
宋
朝
敷

藁
の
財
政
基
調
と
そ
の
財
政
的
特
質
を
検
討
す
る
上
で
の
重
要
な
指
標
と
な

り
得
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
で
は
、
宋
代
府
州
・
県
に
お
い
て
両
税

秋
苗
米
の
「
原
額
」
は
存
在
し
た
の
か
、
存
在
し
た
と
す
れ
ば
府
州
と
県
の

い
ず
れ
の
財
政
レ
ベ
ル
に
お
い
て
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
鎮
江
府

を
題
材
と
し
な
が
ら
考
え
て
み
る
。

①
　
例
え
ば
、
日
野
開
三
郎
，
編
著
『
東
洋
中
世
史
　
三
』
（
平
凡
社
、
　
一
九
三
九
）

　
第
｝
篇
第
二
章
「
｝
　
宋
の
｝
統
・
中
央
集
権
鯛
度
の
確
立
」
（
康
楽
開
三
郎
）
、

　
周
藤
吉
之
・
中
嶋
敏
著
『
中
国
の
歴
史
5
五
代
・
宋
臨
（
講
談
社
、
一
九
七
四
）

　
「
2
　
宋
政
権
の
成
立
と
里
心
体
髄
」
（
周
藤
吉
之
）
、
和
田
螺
線
『
支
那
曲
筆
発

　
達
史
』
（
己
妻
書
院
、
　
｝
百
寮
二
、
　
一
九
七
三
年
再
版
）
第
六
章
第
一
節
「
中
央

　
集
権
政
治
の
確
立
」
（
中
嶋
敏
）
、
階
二
沙
雅
章
『
征
服
王
朝
の
時
代
』
（
講
談
社
現

　
代
新
書
、
新
書
東
洋
史
③
　
中
角
の
歴
史
③
、
一
九
七
七
）
第
3
章
「
1
　
宋
の

　
統
一
」
な
ど
参
照
。

②
　
宋
代
の
府
州
（
県
）
財
政
を
扱
っ
た
三
論
と
し
て
は
、
小
岩
井
弘
光
「
宋
代
地

　
方
財
政
管
見
－
南
宋
両
漸
地
方
に
お
け
る
兵
米
に
関
連
し
て
一
」
（
『
集
刊
東

　
洋
学
』
＝
、
一
九
六
四
、
五
九
～
七
〇
頁
）
、
八
木
充
書
「
南
來
地
方
財
政
の

　
一
検
討
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
四
四
、
一
九
八
○
、
三
七
～
四
九
頁
）
、
注
聖
鐸
「
宋

　
代
地
方
財
政
研
究
」
（
『
文
史
臨
二
七
、
一
九
八
六
、
八
九
～
；
一
二
頁
）
が
あ
る
。

⑧
　
注
②
で
挙
げ
た
三
論
文
の
他
、
府
州
以
下
の
財
政
に
闘
係
す
る
研
究
と
し
て
は

　
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
梅
原
郁
「
南
宋
爾
税
制
葦
穂
孜
i
一
中
国
王
朝
の
微
税

　
体
系
一
」
（
『
国
家
－
理
念
と
制
度
1
…
』
、
　
一
九
八
九
、
四
二
一
～
四
七
七

　
頁
）
、
草
野
靖
「
宋
の
通
覧
と
財
政
」
（
『
東
洋
史
学
』
二
三
、
　
一
九
六
】
、
四
一

　
～
五
七
頁
）
、
同
「
南
宋
財
政
に
お
け
る
会
子
の
品
搭
収
支
」
（
『
東
洋
史
研
究
』

　
四
一
－
一
一
、
　
～
九
八
二
、
九
四
～
＝
～
四
頁
）
、
小
岩
井
弘
光
「
北
藤
高
・
南
宋

　
の
就
糧
禁
転
に
つ
い
て
i
宋
代
兵
制
史
研
究
の
一
環
と
し
て
一
」
（
『
国
士

　
館
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀
要
』
一
〇
、
　
一
九
七
八
、
八
五
～
一
〇
〇
頁
）
、
同

　
「
南
宋
の
軍
資
庫
に
つ
い
て
」
（
同
一
一
、
｝
九
七
九
、
七
九
～
九
五
頁
）
、
佐
伯

　
窩
「
宋
代
の
公
使
銭
に
つ
い
て
i
地
方
財
政
の
研
究
一
」
（
『
棄
洋
学
報
』
四

　
七
…
一
．
二
、
一
九
六
四
、
の
ち
『
中
国
史
研
究
　
第
二
』
所
収
）
、
同
「
宋
代

　
の
公
使
庫
に
つ
い
て
一
地
方
財
政
の
研
究
1
」
（
『
史
林
』
五
三
一
一
、
一
九

　
七
〇
、
の
ち
『
中
国
史
研
究
第
二
』
所
収
）
、
周
藤
吉
之
「
南
宋
の
耗
米
と
倉

　
吏
・
携
芦
と
の
関
係
」
（
『
鈴
木
俊
教
授
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
　
7
九
六
三
、

　
の
ち
『
朱
代
史
研
究
繍
一
六
三
～
一
七
九
頁
所
収
）
、
宮
崎
衛
定
「
宋
代
州
県
鰯

　
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
一
特
に
衙
前
の
変
遷
に
つ
い
て
一
」
（
『
史
林
臨
｝
鳳
六

　
－
二
、
一
九
五
三
、
の
ち
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
四
』
五
三
～
八
六
頁
所
収
）
、
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南三期　鎮江府の秋苗米と原額（長井）

八
木
充
幸
「
襟
脚
後
期
に
お
げ
る
役
法
・
侮
甲
法
と
地
方
財
政
」
（
『
集
刊
東
洋

　
学
』
四
〇
、
一
九
七
八
、
六
九
～
八
一
買
）
。

④
鎮
江
府
の
両
税
等
の
数
量
デ
ー
タ
は
、
『
嘉
定
鎮
江
志
』
及
び
『
至
順
鎮
江
志
』

　
に
残
さ
れ
て
い
る
（
以
後
、
高
地
方
志
は
『
嘉
定
志
』
、
『
工
廠
志
』
と
略
称
す
る
）
。

　
こ
う
し
た
数
値
を
利
用
し
た
も
の
と
し
て
は
、
周
藤
吉
之
「
南
唐
・
二
瀬
の
沿

　
徴
」
（
『
和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
　
～
九
六
〇
、
の
ち
『
宋
代
経
済
史

　
研
究
』
五
五
七
～
五
七
一
頁
所
収
）
、
植
松
正
「
元
初
江
南
に
お
け
る
悪
税
体
制

　
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
三
－
一
、
一
九
七
四
、
二
七
～
六
二
頁
）
、
宮

　
沢
知
之
「
末
代
先
進
地
帯
の
階
厨
構
成
扁
（
『
鷹
陵
史
学
』
一
〇
、
一
九
八
五
、
二

　
五
～
八
二
頁
）
、
梅
原
前
掲
一
九
八
九
論
文
、
斯
波
義
信
「
宋
代
江
南
秋
菌
皇
考
」

　
（
『
中
村
治
兵
衛
先
生
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
一
九
八
六
、
三
〇
三
～
三
［
九

　
頁
）
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
鎮
江
府
の
沿
納
税
目
や
秋
落
米
を
は
じ

　
め
と
す
る
両
税
各
項
屋
の
総
量
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
原
額
主
義
と
は
、
先
の
王
朝
あ
る
い
は
当
王
朝
の
あ
る
時
点
で
設
定
さ
れ
た

　
（
土
地
）
税
徴
取
量
や
登
録
土
地
面
積
・
戸
口
数
な
ど
が
改
変
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

　
後
代
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
中
国
王
朝
に
特
徴
的
な

　
財
政
原
則
で
あ
る
。
瀬
瀬
に
関
し
て
は
、
斯
波
氏
が
前
掲
一
九
八
六
及
び
後
出
の

　
一
九
八
七
論
文
で
菓
南
六
路
上
供
米
額
に
つ
い
て
そ
の
原
本
主
義
を
明
確
に
指
摘

　
す
る
ま
で
、
宋
朝
財
政
史
に
お
け
る
原
類
・
二
三
の
存
在
の
指
摘
は
皆
無
と
言
っ

　
て
よ
い
。
管
見
の
限
り
で
は
、
宮
崎
市
定
「
単
元
の
経
済
的
状
態
」
中
の
「
宋
元

　
の
財
政
　
両
税
法
と
専
売
零
度
」
（
羽
田
寧
監
修
『
東
洋
文
化
史
大
系
　
宋
元
蒔

　
代
恥
誠
文
堂
新
光
社
、
　
一
九
三
八
、
　
　
四
二
～
一
四
五
頁
）
に
お
い
て
、
「
そ
れ

　
で
最
初
定
め
ら
れ
た
両
税
の
額
は
殆
ど
動
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
と
か
ら
加
へ

　
ら
れ
た
附
加
税
の
方
が
重
く
、
…
…
」
（
一
四
三
頁
下
段
）
と
い
う
記
述
が
両
税
原

　
額
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
加
耗
・
支
移
・
折
変
・
和
買
・
和
耀

　
等
の
附
加
税
に
よ
る
税
負
担
の
増
大
が
説
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
両
税
祖
額

　
と
原
額
主
義
の
存
在
は
見
過
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
近
梅
原
氏
も
一
九
八
九

　
論
文
で
、
宋
代
野
州
の
産
銭
の
祖
顛
の
持
続
性
を
脂
翻
し
、
従
来
の
宋
朝
財
政
像

　
の
再
検
討
を
促
し
て
お
ら
れ
る
（
㎎
四
二
～
四
四
六
頁
）
。
そ
の
他
原
額
に
関
し
て

　
は
、
何
柄
搬
「
南
岸
翠
黛
土
地
数
字
的
考
群
和
楽
倹
ω
・
的
駄
（
『
中
国
社
会
科
学
』

　
一
九
八
五
年
第
2
・
3
期
、
一
三
三
～
一
六
五
・
＝
一
五
～
一
六
〇
頁
）
が
、
（
田

　
賦
）
原
額
を
尊
重
す
る
観
念
は
字
突
に
も
湖
り
う
る
こ
と
を
述
べ
、
田
々
原
額
と

　
田
土
原
由
と
の
密
接
な
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
㈲
＝
一
五
～
…
二
六
頁
）
。
浩
…

　
刺
時
期
の
田
土
脚
立
・
田
賦
原
額
、
及
び
財
政
原
鋼
と
し
て
の
原
型
主
義
に
つ
い

　
て
は
、
妻
§
σ
q
く
魯
占
三
①
コ
（
王
業
建
）
、
ト
ミ
ミ
寒
≧
ミ
首
一
き
N
ミ
讐
識
ミ

　
O
ミ
鵠
3
嵩
団
O
よ
ミ
ト
同
貞
鎖
「
〈
斜
a
¢
塞
く
。
議
津
望
勺
屋
ω
。
。
噛
掃
り
圃
ω
■
の
二
〇
～
饗
＝

　
頁
一
第
二
章
「
土
地
税
の
運
用
」
の
一
番
目
の
節
に
当
る
「
土
地
登
記
」
の
部

　
分
1
、
岩
井
茂
樹
「
中
国
黒
癩
圏
家
と
財
政
」
（
『
中
世
語
聾
酪
6
　
中
世
の
政

　
治
と
戦
争
』
、
～
九
九
二
、
二
七
三
～
三
一
〇
頁
）
、
同
「
筏
役
と
財
政
の
あ
い
だ

　
1
中
国
税
・
役
制
度
の
歴
史
的
理
解
に
む
け
て
（
一
）
～
（
四
）
1
」
（
『
経
済

　
経
営
論
叢
』
（
京
都
産
業
大
学
）
二
八
－
四
・
二
九
1
一
～
三
、
　
一
九
九
四
）
を

　
参
照
。
特
に
最
後
に
挙
げ
た
岩
井
｝
九
九
四
論
文
は
、
明
清
時
代
に
お
け
る
財
政

　
を
原
額
虫
義
で
読
み
解
い
た
注
臼
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑥
詑
1
4
山
定
雄
門
門
代
に
お
け
る
漕
運
の
発
達
」
（
原
題
「
北
宋
の
漕
運
法
に
就
い

　
て
」
『
市
村
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
一
九
三
三
、
の
ち
『
唐
宋
時
代
の
交

　
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
三
二
七
～
四
四
四
頁
所
収
）
、
斯
波
義
信
「
宋
代
布
縫

　
箭
度
の
沿
革
」
（
『
青
山
博
士
古
稀
記
念
朱
代
史
論
叢
』
、
　
一
九
七
四
、
　
ご
㎝
三
～

　
一
五
九
頁
、
の
ち
『
黒
目
江
南
経
済
史
の
研
究
』
所
収
）
、
同
前
掲
一
九
八
六
年

　
論
文
、
同
「
卜
書
長
江
下
流
域
の
生
産
性
」
（
『
日
野
開
三
郎
博
士
本
郷
記
念
　
論

　
集
中
国
社
会
・
制
度
・
文
化
史
の
諸
問
題
』
、
一
九
八
七
、
九
二
～
一
　
七
頁
、

　
の
ち
『
当
代
江
南
経
済
史
の
研
究
』
所
収
）
。
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剛
南
三
期
の
鎮
江

　
ま
ず
次
節
以
下
で
の
財
政
的
考
察
の
心
礎
と
し
て
、
霊
宝
期
の
鎮
江
府
を

め
ぐ
る
基
礎
的
諸
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
鎮
江
は
北
宋
期
お
よ
び
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
長
江
下
流
南
岸
そ
し
て

揚
州
の
対
岸
と
い
う
地
理
的
位
置
に
よ
り
、
大
運
河
の
重
要
な
経
由
点
で
あ

り
か
つ
渡
野
点
で
も
あ
っ
た
の
が
、
金
軍
の
侵
入
に
よ
り
宋
朝
が
南
渡
し
大

運
河
が
潅
水
を
境
に
断
ち
切
ら
れ
る
と
、
華
北
へ
の
漕
運
の
必
要
は
な
く
な

り
、
か
わ
っ
て
対
金
戦
の
最
前
線
国
境
地
帯
で
あ
る
華
南
の
軍
事
的
補
給
基

地
へ
と
性
格
を
変
え
る
。
こ
れ
に
伴
い
鎮
江
に
は
、
管
掌
の
実
戦
軍
で
あ
る

都
統
司
や
後
方
兵
姑
業
務
を
担
っ
た
総
領
所
、
そ
れ
に
転
子
倉
・
権
貨
務
講

評
場
等
の
財
政
機
関
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
鎮
江
府
は
当
時
の
中
国
に
お
け
る
最
先
進
地
域
と
言
わ
れ
る
長
江
下
流

域
の
漸
西
地
方
に
位
置
し
、
府
下
の
属
県
は
三
つ
1
丹
徒
・
丹
陽
・
金

①壇
1
で
、
こ
の
府
の
領
域
が
確
定
し
て
く
る
の
は
唐
の
中
・
後
期
以
降
の

　
　
　
　
②

こ
と
で
あ
る
。
登
録
地
目
総
数
は
血
斑
の
も
の
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
の
釜

順
時
（
＝
二
三
〇
～
＝
二
三
二
）
で
三
万
七
〇
〇
〇
斜
鼻
、
ま
た
府
下
三
岳

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

で
、
斯
波
氏
の
推
計
に
よ
れ
ば
府
下
の
領
域
の
全
面
積
は
三
四
〇
五
㎞
で
あ

り
、
隣
接
す
る
建
康
府
・
常
州
や
蘇
州
（
平
江
府
）
・
湖
州
等
に
比
べ
て
小

さ
な
行
政
域
で
あ
っ
た
。
宋
代
の
行
政
区
分
で
い
う
と
こ
ろ
の
二
二
西
路
の

最
北
端
に
位
置
し
、
漸
波
氏
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
地
域
区
分
で
も
「
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

江
下
流
大
地
域
」
の
中
核
（
コ
ア
）
部
分
に
属
し
て
い
る
が
、
太
湖
周
辺
の

蘇
州
等
の
所
謂
デ
ル
タ
〃
囲
田
地
域
”
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
両
漸
を
農
業
構
造
の
違
い
に
よ
り
、
「
囲
田
地
帯
」
・
「
阪
塘
地
帯
」
・
「
弾

雨
地
帯
」
の
三
つ
に
分
類
す
る
宮
沢
氏
は
、
丹
徒
・
丹
陽
県
を
破
塘
地
帯
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

金
隠
県
を
中
間
地
帯
に
入
れ
て
い
る
。
地
形
的
に
は
金
壇
が
最
も
低
く
、
長

陽
・
卸
量
と
北
に
向
か
う
に
従
っ
て
、
つ
ま
り
太
湖
方
齎
か
ら
長
江
へ
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
地
勢
は
高
く
な
っ
て
行
き
、
府
下
の
農
業
地
は
黒
田
が
圧
倒
的
多
数
を
占

め
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
高
仰
の
田
地
の
存
在
も
特
徴
的
で
、
水

稲
以
外
の
大
麦
・
小
麦
・
蕎
麦
や
豆
寂
の
類
の
生
産
も
す
で
に
一
般
化
し
て

　
　
　
　
　
　
⑦

い
た
よ
う
で
あ
る
。
府
下
の
食
料
事
々
、
お
そ
ら
く
は
府
治
の
食
料
事
情
は
、

米
穀
の
生
産
性
・
生
産
量
と
も
に
、
北
砂
直
中
稔
の
年
で
、
毎
畝
の
産
量
二

石
（
～
三
石
）
に
達
し
て
い
た
き
れ
る
鑑
等
の
デ
ル
タ
部
よ
り
は
暑

　
　
　
　
⑨

り
し
て
い
た
が
た
め
、
常
に
濫
南
な
ど
の
米
の
搬
入
に
頼
っ
て
い
る
状
況
に

　
　
⑱

あ
っ
た
。
総
じ
て
言
え
ば
、
大
土
地
所
有
－
地
主
一
佃
戸
制
一
の
大
規

模
な
形
で
の
進
展
よ
り
は
、
む
し
ろ
小
土
地
所
有
と
多
角
的
な
農
業
生
産
に

基
礎
を
置
く
小
農
民
経
営
の
広
汎
な
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
口
に
つ
い
て
は
宋
代
だ
け
で
八
つ
の
時
期
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
、
南
宋

前
期
（
一
一
七
〇
頃
）
に
停
滞
、
宋
期
（
＝
一
六
五
頃
）
に
落
ち
込
み
を
見
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南関期　鎮江府の秋苗米と原額（長井）

せ
る
が
、
北
宋
初
期
（
九
八
○
頃
）
か
ら
南
宋
中
期
に
か
け
て
着
実
に
上
昇

を
続
け
て
い
る
。
太
平
興
国
時
（
九
八
○
頃
）
の
主
客
戸
総
数
鵠
沼
六
五
四

七
を
　
○
○
と
す
る
と
、
　
＝
一
四
（
一
〇
一
〇
頃
）
1
↓
二
〇
四
（
仁
宗
期

P
）
一
二
〇
六
（
一
〇
八
○
頃
）
主
二
四
〇
（
～
一
〇
二
頃
）
l
i
寺
二
四
一

（一

齊
ｵ
〇
頃
）
1
↓
四
〇
八
（
｝
二
＝
二
心
）
…
↓
二
七
二
（
＝
一
六
五
頃
）

と
な
り
、
北
宋
期
の
安
定
し
た
伸
び
と
、
南
宋
前
・
中
期
の
急
速
な
増
大
が

特
徴
的
で
あ
る
。
人
口
（
戸
数
）
の
都
郷
分
化
－
都
市
（
坊
郭
）
・
農
村

（
郷
村
）
比
i
は
、
鎮
江
府
治
を
含
む
丹
徒
県
が
南
宋
期
に
お
い
て
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

部
戸
数
三
八
％
と
、
こ
の
帳
代
と
し
て
は
相
当
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。

　
北
宋
磁
鎮
江
は
南
北
の
大
運
河
ラ
イ
ン
と
東
西
の
長
江
ラ
イ
ン
と
い
う
交

通
の
大
動
脈
の
十
字
路
に
位
置
し
て
お
り
、
福
建
路
・
広
南
路
の
海
洋
船
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

海
南
地
方
の
蕃
船
も
盛
ん
に
寄
港
し
売
買
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
当

該
地
域
の
商
業
及
び
交
通
・
市
場
の
発
達
の
度
合
い
を
は
か
る
目
安
の
一
つ

と
し
て
商
税
額
の
変
化
が
あ
る
。
鎮
江
府
は
「
旧
税
額
」
】
万
七
一
九
｝
貫
、

税
務
膝
繰
で
あ
っ
た
の
が
、
煕
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
三
無
九
五
〇
八
貫
、

税
務
数
週
と
な
り
、
約
二
三
〇
％
の
商
税
額
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
が
、
両

漸
路
一
五
州
直
中
「
旧
税
額
時
」
で
十
二
番
目
、
煕
寧
十
年
時
で
十
一
番
目

　
　
⑬

に
当
る
。
適
量
に
な
る
と
、
嘉
定
年
間
（
一
二
〇
八
～
＝
一
二
二
四
）
二
〇

万
六
二
九
八
貫
一
都
両
間
一
重
一
二
・
江
口
務
1
、
一
三
“
際
却
ヰ
間
（
一
二
六
五
～

一
二
七
四
）
三
三
万
六
〇
〇
〇
貫
一
都
商
税
務
の
み
一
と
莫
大
な
数
に

　
　
　
　
⑭

上
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
北
宋
時
と
は
け
た
ち
が
い
の
商
税
額
を
示
し
て
い

る
の
は
、
や
は
り
総
領
所
の
設
置
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
南
宋
期
に
お
け
る
鎮

江
の
財
政
・
軍
事
上
の
地
位
の
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

①
　
も
と
丹
徒
・
丹
陽
・
金
壇
・
延
陵
の
四
県
で
あ
っ
た
が
、
煕
寧
五
年
（
一
〇
七

　
二
）
に
延
陵
県
を
廃
し
て
延
薩
峠
と
な
し
て
丹
陽
県
に
属
せ
し
め
、
旧
延
陵
県
管

　
下
の
各
郷
は
三
輪
に
分
隷
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
『
宋
史
』
巻
八
八
地
理
四
「
鎮

　
江
府
」
、
『
嘉
定
志
』
巻
首
「
郡
県
表
」
、
『
至
順
志
』
巻
二
「
郷
都
」
。

②
鎮
江
府
の
領
域
は
、
「
禺
貢
」
で
言
う
と
こ
ろ
の
揚
州
の
域
に
当
り
、
最
も
古

　
く
は
春
秋
時
代
に
呉
国
の
地
と
し
て
、
後
の
丹
徒
県
が
朱
方
邑
、
丹
陽
県
が
葛
引

　
邑
と
し
て
現
れ
る
。
以
後
唐
の
中
・
後
期
に
壁
代
の
府
の
領
域
が
確
定
す
る
ま
で

　
は
、
近
隣
の
江
陰
軍
・
常
州
の
一
部
や
建
康
府
と
含
わ
せ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、

　
比
較
的
広
い
行
政
区
域
で
あ
っ
た
。
唐
の
光
啓
笙
年
（
八
八
七
）
に
府
の
領
域
が

　
確
定
し
て
か
ら
は
、
五
代
・
宋
二
流
・
明
と
変
化
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
ま

　
た
、
鎮
江
府
は
も
と
潤
州
と
雷
い
、
政
和
三
年
（
一
＝
三
）
に
府
に
達
せ
た
も

　
の
で
あ
る
。
『
嘉
定
志
』
巻
首
「
郡
県
表
」
・
巻
一
「
地
理
」
、
『
至
順
志
』
巻
首

　
「
郡
県
表
」
、
『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
二
五
江
南
七
「
鎮
江
府
」
。

③
前
掲
斯
波
｝
九
入
至
論
文
一
〇
二
頁
の
表
4
「
長
江
下
流
域
人
口
密
度
及
磯
馴

　
化
」
参
照
。
同
表
に
よ
れ
ば
、
建
玉
府
・
常
州
・
蘇
州
・
湖
州
の
行
政
域
の
面
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
八
四
㎞
・
七
七
三
五
㎞
・
八
四
〇
四
㎞
・
六
一
九
一
㎞
で
あ

　
る
。
元
の
至
順
時
の
も
の
は
『
至
順
志
』
二
五
「
田
土
」
参
照
。

④
前
掲
斯
波
一
九
八
七
論
文
九
五
頁
の
図
1
、
九
六
頁
の
表
1
、
及
び
二
五
～

　
一
一
六
頁
の
注
⑩
・
⑪
参
照
。

⑤
前
掲
宮
沢
｝
九
八
五
論
文
二
九
～
三
三
頁
参
照
。

⑥
　
例
え
ば
渡
辺
忠
世
・
桜
井
塩
剥
雄
編
『
中
国
江
南
の
稲
作
文
化
』
（
日
本
放
送
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出
版
協
会
、
一
九
八
閥
）
八
○
～
八
一
頁
の
高
谷
好
一
氏
作
成
の
図
4
「
江
南
デ

　
ル
タ
地
形
区
分
図
」
で
も
大
ま
か
に
は
確
認
で
き
る
し
、
以
下
の
史
料
か
ら
も
確

　
か
め
ら
れ
る
。

　
・
張
綱
『
華
陽
集
』
巻
三
二
「
金
壇
県
放
生
池
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
…
…
鎮
江
三
型
、
書
壇
地
帯
諒
闇
、
論
意
尊
影
。
…
…

　
・
劉
宰
『
漫
塘
集
』
巻
二
箪
「
金
管
県
庁
壁
記
」

　
　
　
…
…
其
地
北
受
丹
徒
・
重
陽
、
東
受
武
器
、
西
竪
句
曲
諸
山
碧
水
、
皆
騰
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
邑
之
南
、
又
南
臨
子
挑
湖
。
田
多
下
湿
、
夏
秋
積
濠
淵
漫
。
其
上
田
、
十
覇

　
　
　
不
吉
、
即
瀾
。
故
其
民
倹
退
勤
。
…
…

・
張
羅
藩
中
水
利
全
書
』
巻
一
三
至
謡
講
五
君
津
方
量
」

　
　
　
鎮
江
府
兵
馬
鈴
轄
王
徹
言
、
…
…
且
鎮
江
以
往
地
勢
極
高
、
至
常
州
地
形
潮

　
　
　
低
、
銭
塘
江
北
地
勢
尤
高
、
秀
州
地
形
漸
低
、
繭
平
当
帰
最
下
之
処
。
…
…

　
・
面
書
巻
　
八
「
蕾
胤
儒
鎮
江
幽
境
水
道
留
置
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ろ
　
　
　
へ

　
　
　
鎮
江
蝶
三
郡
上
游
、
北
負
大
江
、
地
勢
中
高
、
受
水
無
届
。
唯
南
与
漕
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
通
、
而
北
達
於
江
。
漕
河
之
水
流
、
東
南
順
、
北
出
於
江
逆
。
…
…
鎮
江
府

　
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
城
地
勢
、
至
北
益
高
、
去
太
湖
遠
、
無
所
通
。
唯
漕
渠
、
自
草
占
歴
蘇
・

　
　
　
常
、
直
北
流
入
鋏
江
界
中
、
抵
京
口
通
江
潅
耳
。
…
…

　
・
同
書
書
巻
「
王
泉
金
壇
県
水
道
志
」

　
　
　
…
…
劉
元
和
臼
、
按
金
属
地
勢
、
西
北
為
金
陵
諸
山
之
麓
、
東
南
連
震
沢
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
あ

　
　
　
出
盛
尾
。
故
水
皆
発
源
於
西
北
、
而
帰
泄
於
爽
南
。
…
…

　
ま
た
、
『
至
順
志
』
巻
五
「
田
士
」
に
載
せ
る
地
目
統
計
か
ら
、
三
三
の
「
田
」
・

　
「
地
」
∴
山
」
の
比
率
を
計
算
す
る
と
、
丹
愛
憐
が
5
7
月
3
4
師
2
、
丹
陽
県
が

　
6
8
“
2
8
”
1
、
金
壌
梁
が
7
6
”
1
7
”
5
と
な
り
1
国
地
山
の
他
に
「
蕩
」
「
池

　
塘
」
「
雑
記
」
が
地
目
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
が
、
今
こ
れ
ら
の
百
分
比
は
示
し

　
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
三
つ
の
数
字
を
合
計
し
て
も
㎜
に
は
な
ら
な
い
一
、
本
文

　
の
叙
述
及
び
本
注
の
史
料
が
撮
し
て
い
る
も
の
と
基
本
的
に
合
致
す
る
。

⑦
宋
代
の
鎮
江
府
の
農
業
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
数
も

の
が
あ
る
。

・
『
嘉
定
志
』
巻
尺
「
均
役
」
。

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
へ

　
　
郡
当
衝
要
、
土
瘡
民
貧
、
信
使
往
来
、
差
調
繁
重
、
所
訓
話
慰
労
均
。
…
…

・
『
至
順
志
』
巻
二
「
坊
巷
」
。

　
　
坊
隅
之
設
、
所
以
分
城
市
之
居
民
、
成
井
邑
之
定
制
。
競
闘
下
路
、
郡
当
要

　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ
　
　
う
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
ミ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ

　
　
衝
、
土
痔
民
貧
。
無
甲
第
巨
霊
・
富
商
大
質
、
其
称
上
戸
者
、
不
過
逐
什
一

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
あ

　
　
之
利
以
常
磐
家
耳
。
落
窪
実
産
也
。
…
…

・
同
書
胴
巻
「
郷
都
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
マ

　
　
郷
都
之
設
、
所
以
治
郊
壁
三
編
颯
、
重
農
桑
之
庶
務
。
潤
皆
中
県
、
田
高
下

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
不
均
、
互
有
早
湧
。
難
道
止
燐
酒
、
然
非
理
他
郡
豪
強
兼
井
之
家
、
連
降
亙

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
隔
、
所
収
動
計
万
石
之
比
。
…
…

・
同
書
同
巻
「
漕
渠
」
。

　
　
漕
渠
之
繋
、
自
秦
始
、
歴
代
因
之
。
輿
図
混
一
、
薮
郡
豪
朔
南
衝
要
、
貢
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
微
輪
…
、
　
皆
当
職
渠
、
　
以
講
師
江
、
　
…
冊
至
吼
丁
幾
旬
「
。
　
然
廿
弛
地
勢
古
阿
山
几
、
　
澗
門
溢
弗

　
　
静
。
…
＝

以
上
多
分
に
修
辞
的
表
現
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
も
の
は
農
田
と
は
直

接
関
係
の
な
い
記
述
で
は
あ
る
が
、
漸
西
の
「
囲
田
地
帯
」
あ
る
い
は
「
大
規
模

地
憲
の
普
遍
的
存
在
」
と
は
異
な
る
像
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
黄
震

『
慈
渓
黄
矯
日
抄
分
類
』
巻
七
三
の
史
料
は
、
草
野
氏
が
先
に
一
部
引
用
さ
れ
た

も
の
一
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
農
田
の
存
在
形
態
　
㈲
」
（
『
熊
本
大
学
法
文
論

叢
』
欝
一
三
史
学
篇
、
　
一
九
七
四
、
五
八
～
九
七
頁
、
特
に
七
一
～
七
二
頁
Y
I

で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

・
「
串
省
控
辞
面
差
充
官
田
所
掌
弁
公
事
省
劉
状
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
　
…
…
惟
是
断
右
平
地
、
濱
海
背
寓
。
鎮
江
・
二
見
及
常
州
之
普
陵
・
武
進
、

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で
　
　
も
　
　
へ

　
　
循
江
而
東
堤
脈
隆
起
、
地
軽
輩
乱
塾
。
故
鎮
江
・
江
陰
従
来
不
在
和
耀
之
数
。

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
常
州
畝
数
錐
叢
叢
・
秀
略
画
、
葡
和
塾
則
半
之
。
正
以
其
風
俗
雨
無
慾
期
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
　
即
種
蕎
．
菱
．
豆
．
栗
、
不
足
充
軍
銅
故
也
。
…
・
・
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南宋期　鎮江府の秋苗米と原額（長井）

　
・
同
書
同
巻
「
辞
省
連
発
下
宮
田
所
響
銅
印
書
人
寅
状
」
。

　
　
　
…
…
以
某
所
見
、
鎮
江
・
江
陰
及
常
州
習
習
陵
・
壷
網
、
皆
是
沿
江
一
帯
、

　
　
　
高
学
士
土
、
所
種
多
係
藩
・
菱
・
互
・
粟
。
…
…
飽
如
常
州
、
多
種
豆
・
麦

　
　
　
或
紅
尖
小
米
。
其
誤
断
臼
米
為
難
得
、
而
非
白
米
不
可
以
納
宮
、
故
…
…

　
ま
た
、
　
『
康
熈
鎮
江
府
志
』
・
『
康
熈
丹
徒
県
忠
』
・
『
光
電
丹
徒
運
志
』
・
『
光
緒
丹

　
陽
県
愚
心
』
・
『
康
煕
金
壇
県
士
心
』
・
『
塾
主
金
轡
県
｛
応
』
の
各
「
災
異
」
の
部
分
よ

　
り
、
（
自
然
）
災
害
の
発
生
件
数
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
一
た
だ
し
南
宋
後
期
の

　
理
宗
・
度
宗
朝
の
約
五
十
年
を
欠
く
一
、
南
宋
前
・
中
期
の
上
世
年
間
に
3
3
回

　
発
生
し
て
お
り
、
う
ち
水
害
が
1
1
回
、
皐
害
が
1
5
回
、
哩
害
が
2
圓
で
、
皐
害
の

　
方
が
多
く
、
丹
徒
県
が
目
立
っ
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
鎮
江
の
米
穀
栽
培
に
つ
い
て
は
、
周
藤
氏
が
『
尊
影
志
』
巻
四
「
土

　
　
　
　
　
　
う
る
ち
　
　
も
ち
こ
み

　
貢
」
に
よ
り
、
杭
と
稿
に
大
当
さ
れ
、
杭
に
は
大
小
が
あ
っ
て
、
陸
稲
を
杭
、

　
小
稲
を
杣
と
し
、
大
虚
1
6
種
、
小
稲
6
種
、
稀
9
種
の
計
3
1
贔
種
が
あ
り
、
杭

　
稲
の
方
が
杣
稲
よ
り
品
種
が
か
な
り
多
い
の
で
杭
稲
が
多
く
作
ら
れ
て
い
た
よ
う

　
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
i
「
南
宋
に
於
け
る
稲
の
種
類
と
品
種
の
地
域
性
」
（
『
宋

　
代
経
済
史
研
究
』
、
　
一
九
六
二
、
一
三
九
～
二
〇
五
頁
、
特
に
一
八
四
～
一
八
五

　
頁
）
1
。
麦
は
『
至
順
志
』
同
巻
同
処
に
「
有
大
・
小
悪
分
。
大
麦
之
種
有
二
。

　
…
…
小
麦
断
種
有
三
」
と
あ
り
、
北
宋
時
に
す
で
に
夏
場
と
し
て
大
・
小
麦
が
恒

　
常
的
に
徴
収
寄
れ
て
お
り
一
『
嘉
定
士
心
』
巻
五
「
常
賦
」
の
「
夏
税
」
の
条
に

　
引
く
『
祥
合
図
経
』
i
、
鎮
江
府
下
で
は
麦
の
栽
培
は
皐
く
か
ら
普
及
し
て
い

　
た
一
周
藤
「
南
來
に
お
け
る
麦
作
の
奨
励
と
二
毛
作
」
（
『
日
本
学
士
院
紀
要
』

　
；
T
三
・
一
四
1
一
、
一
九
五
五
、
の
ち
『
二
代
経
済
史
研
究
梅
醤
二
五
～
三

　
二
〇
頁
所
収
、
特
に
二
⊥
ハ
ゴ
…
～
二
七
〇
。
一
二
〇
一
～
聯
一
〇
一
…
頁
）
i
。

⑧
　
周
藤
「
宋
代
の
両
税
負
担
」
（
『
中
国
土
地
制
度
史
研
究
』
、
　
一
九
五
四
、
五
一

　
｝
～
五
三
六
頁
）
五
二
五
～
五
二
六
頁
、
前
掲
斯
波
一
九
八
七
論
文
九
穴
頁
下
段

　
～
九
七
頁
下
段
参
照
。

⑨
前
注
⑦
で
挙
げ
た
各
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
特
に
『
慈
渓
黒
黒
日
賦
分
類
』

　
巻
七
三
「
申
省
冠
辞
改
差
冷
製
田
所
幹
弁
公
事
省
劉
状
」
中
の
、
鎮
江
府
は
従
来

　
か
ら
和
綴
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
述
は
注
目
に
値
す
る
。

⑩
・
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
4
0
1
蕊
（
市
耀
建
業
）
乾
道
九
年
十
九
臼
。

　
　
　
知
鎮
江
府
黄
釣
言
、
准
指
揮
、
踏
逐
本
贋
及
総
領
所
近
水
生
順
便
空
閑
倉
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
及
無
用
宮
舎
、
委
官
澱
場
、
収
更
米
一
十
万
碩
、
就
難
処
椿
管
。
篇
、
縁
本

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
へ

　
　
　
無
産
米
穀
不
多
、
全
仰
灘
南
上
江
客
旅
米
魁
、
接
済
食
用
。
若
依
市
便
招
羅
、

　
　
　
恐
傍
近
州
、
必
有
客
旅
前
審
中
豊
。
…
…

　
・
同
4
1
1
1
5
（
和
耀
）
淳
煕
十
三
年
八
月
二
十
四
日
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
？
　
　
、
、
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、

　
　
　
潅
東
総
領
所
言
、
…
…
昭
対
、
鎮
江
府
止
管
三
邑
、
所
産
不
多
、
全
仰
澹
東

　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
州
軍
豊
熟
去
処
収
羅
。
…
…

　
こ
う
し
た
食
料
自
給
性
の
低
さ
は
、
域
内
の
運
河
沿
い
の
地
区
で
は
農
業
水
利
よ

　
り
は
運
河
の
水
量
調
簸
が
優
先
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
府
下
に
多
数

　
駐
留
す
る
大
軍
兵
士
や
そ
の
家
族
の
存
姦
も
要
因
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ

　
う
。

⑪
　
　
『
太
平
総
覧
記
』
巻
八
九
、
『
一
7
6
豊
富
域
志
』
巻
五
、
『
宋
史
』
巻
八
八
、
『
至

　
順
土
心
』
二
三
。
南
宋
隠
の
丹
徒
県
の
都
市
部
戸
数
三
八
％
は
、
『
至
順
留
目
』
巻
三

　
「
戸
口
」
に
嘉
定
二
又
と
威
圧
年
間
の
数
値
が
阿
兄
え
、
嘉
定
年
間
は
「
府
城
廟
戸

　
ブ
ラ
ミ

　
十
こ
口
鎮
戸
十
逆
徒
県
南
」
を
丹
徒
県
の
総
戸
数
と
し
、
「
府
城
庵
三
十
江
口
鎮

　
戸
」
を
都
市
部
戸
数
と
し
て
計
算
し
、
ま
た
威
淳
年
間
は
「
在
城
五
隅
戸
十
丹
徒

　
県
戸
」
を
総
数
と
し
、
「
在
城
五
隅
戸
」
を
都
市
部
戸
数
と
し
て
計
算
し
た
結
果
、

　
い
ず
れ
の
時
期
に
も
嶺
て
は
ま
る
。
梁
庚
究
『
南
宋
的
農
村
経
済
』
（
聯
経
出
版

　
事
業
公
司
、
　
一
九
八
四
）
　
一
〇
～
一
一
頁
参
照
。
ま
た
南
宋
二
期
の
都
市
・
農
村

　
戸
数
比
に
つ
い
て
は
、
梁
問
二
七
～
一
〇
頁
の
表
一
「
南
…
宋
郡
県
坊
郭
・
郷
村
戸

　
数
及
姥
率
」
に
詳
し
い
。
型
鋼
に
載
せ
る
南
銀
盤
の
丹
徒
県
を
除
く
…
三
州
・
軍

　
・
県
の
中
で
激
徒
県
を
越
え
る
数
値
を
示
し
て
い
る
の
は
、
嘉
定
年
代
（
＝
一
〇

　
八
～
一
二
二
四
）
の
真
州
揚
子
県
の
照
六
％
の
み
で
あ
り
、
他
は
ほ
と
ん
ど
二
〇

　
％
以
内
の
値
で
あ
る
。
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⑫
・
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
五
〇
1
一
一
建
炎
三
年
三
月
四
日
。

　
　
臣
僚
言
、
自
来
閾
広
客
船
井
海
南
蕃
船
、
蚕
鎮
江
府
、
買
売
至
多
。
重
縁
酉

　
　
兵
作
過
井
張
遇
徒
党
劫
掠
、
商
買
畏
催
不
来
。
今
沿
江
防
拓
厳
謹
、
別
無
他

　
　
虞
、
遠
方
不
知
。
欲
下
両
翫
・
福
建
・
広
南
提
挙
市
船
司
招
興
販
、
…
…

　
斯
波
義
信
町
井
戸
商
業
史
研
究
臨
（
一
九
六
八
）
第
二
章
「
五
指
時
代
に
お
け
る

　
交
通
運
輪
…
の
発
達
」
第
一
節
「
運
船
幅
の
基
礎
構
造
」
五
七
頁
参
照
。

⑭
加
藤
繁
「
二
代
商
税
考
」
（
『
史
林
』
一
九
－
四
、
【
九
三
四
、
の
ち
『
支
那
経

　
済
史
考
証
　
下
巻
』
一
七
六
～
二
一
二
頁
所
収
）
二
〇
〇
～
二
一
八
頁
参
照
。

⑭
　
『
至
順
志
』
巻
六
「
賦
税
」
一
…
子
目
を
欠
い
て
い
る
が
お
そ
ら
く
「
課
程
」

　
の
条
i
に
引
く
『
嘉
定
士
心
』
及
び
『
威
淳
志
』
。
こ
の
『
威
淳
志
臨
の
割
注
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
う

　
「
江
口
務
、
旧
例
月
以
四
万
貫
為
額
比
較
、
除
本
府
分
隷
諸
司
外
、
余
尽
解
府
」

　
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
税
務
を
越
え
る
税
収
を
江
口
務
は
あ
げ
て
い
た
ら
し
い
。

二
　
鎮
江
府
の
秋
回
米
デ
ー
タ

　
前
述
の
と
う
り
、
土
地
税
に
お
け
る
「
原
額
」
と
は
、
先
の
王
朝
も
し
く

は
当
王
朝
の
あ
る
蒋
期
に
決
め
ら
れ
た
税
の
徴
収
量
が
、
以
後
の
時
期
さ
ら

に
は
後
の
王
朝
に
お
い
て
も
固
定
税
額
・
不
変
税
額
ま
た
税
徴
収
最
の
上
限

と
し
て
尊
重
さ
れ
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
り
、
王
朝
の
財
政
姿
勢
・
財
政

基
調
に
お
い
て
は
〃
原
質
主
義
”
と
し
て
現
象
す
る
。
大
雑
把
に
言
う
と
従

来
は
、
金
・
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
西
・
北
方
の
異
民
族
諸
国
家
と
の
軍
事
的
緊
張

・
和
戦
と
い
う
状
況
の
中
で
、
宋
朝
は
軍
費
捻
出
の
た
め
際
限
な
く
税
屑
や

税
徴
収
量
を
増
加
さ
せ
て
い
き
、
農
民
は
そ
の
重
税
に
あ
え
ぎ
、
つ
い
に
墨

家
は
滅
亡
に
到
る
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
史
料
的
・

数
量
的
に
も
根
拠
を
有
す
る
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
中
で

は
、
原
額
や
原
額
主
義
の
存
在
は
当
然
発
想
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

　
　
①

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
で
斯
波
氏
の
宋
初
に
お
け
る
東
南
難
路
上
達
米
原
額
の
存
在

の
実
証
と
、
宋
朝
の
税
法
の
大
綱
と
し
て
の
原
額
主
義
・
一
入
日
出
原
則
・

　
　
　
　
　
　
　
　
②

軽
倍
薄
賦
方
針
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
子
代
財
政
像
を
変
え
う
る
重
大
な

意
味
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
一
〇
〇
七
年
の
上
期
原
額
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

○
○
万
石
の
設
定
・
維
持
と
そ
の
南
宋
に
お
け
る
実
質
的
削
減
と
い
う
、
比

較
的
マ
ク
ロ
ー
路
レ
ベ
ル
以
上
－
な
事
実
と
、
三
州
レ
ベ
ル
で
の
通
時

的
な
観
察
の
結
果
と
し
て
の
両
税
三
三
三
三
の
静
的
な
停
滞
と
い
う
、
比
較

的
ミ
ク
ロ
な
事
実
で
あ
る
。
本
稿
の
考
察
と
関
わ
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
氏

の
提
示
さ
れ
た
江
南
の
十
三
の
府
州
の
う
ち
、
北
宋
・
南
宋
を
通
じ
て
秋
苗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

臨
本
の
推
移
が
た
ど
れ
る
の
は
蘇
州
と
鎮
江
府
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
氏
は

「
こ
れ
ら
の
中
で
、
　
一
貫
し
て
推
移
が
徴
せ
る
の
は
蘇
州
に
お
い
て
で
あ

⑤る
」
と
さ
れ
、
蘇
州
に
は
劣
る
も
の
の
、
北
宋
期
に
一
つ
、
南
宋
期
に
は
三

つ
、
計
四
つ
の
時
期
の
数
値
が
得
ら
れ
る
鎮
江
府
は
考
察
の
外
に
置
い
た
ま

ま
、
秋
苗
算
額
の
静
的
停
滞
と
い
う
結
論
を
導
い
て
お
ら
れ
る
。
実
は
鎮
江

府
の
四
つ
の
時
期
の
秋
苗
米
デ
…
タ
は
静
的
な
推
移
は
早
し
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
北
朱
か
ら
南
宋
に
か
け
て
急
激
な
増
加
一
夕
二
倍
1
を
示
し
て
い
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南朱期　鋏江府の秋苗米と原額（長井）

表1　鎮江府の秋税（宋～元） 『嘉定鋏江志』巻5『至順鎮江志』巻6
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「
圭

・単位一匹・石など一以下の値は四捨五入した。
・大中祥符時の離洲県の数値は丹陽県に繰り込んだ。

・至順2年の数値のうち録事司のそれは丹徒県に繰り込んだ。
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る
の
で
あ
る
一
表
1
参
照
…
一
。
そ
れ
故
か
氏
は
、
六
路
上
供
米
原
額
の

存
在
は
明
言
さ
れ
る
も
の
の
、
温
州
に
お
け
る
秋
湿
二
部
の
存
続
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
慎
重
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
表
1
に
よ
る
と
、
眉
際
鎮
江
府
で
は
北
宋
の
大
中
祥
符
時
（
一
〇
〇
八
～

一
穴
）
、
南
宋
の
嘉
定
時
（
一
二
〇
八
～
二
四
）
、
宝
祐
四
年
置
＝
一
五
六
）
、

威
淳
時
（
＝
一
穴
五
～
七
四
）
の
四
つ
の
時
期
の
両
税
統
計
が
残
さ
れ
て
お

り
、
う
ち
宝
祐
四
年
以
外
は
全
て
各
県
ご
と
の
数
値
も
見
え
る
。
秋
昔
物
の

　
　
　
　
　
　
　
う
る
ち
　
　
　
も
ち
こ
め
　
　
　
う
る
ち
　

米
穀
税
目
と
し
て
は
梗
米
・
濡
米
・
塩
米
の
三
つ
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
古
米
は
南
宋
前
・
中
期
に
や
や
増
加
－
一
〇
％
弱
～
七
％
弱
i
し

て
い
る
が
、
末
期
の
威
淳
年
間
に
は
北
流
大
中
祥
符
時
と
ほ
ぼ
同
じ
徴
収
量

ー
ー
大
中
祥
符
の
約
九
五
％
－
に
下
が
っ
て
お
り
、
量
的
な
変
化
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
両
税
秋
苗
米
の
根
幹
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
斎
米
と
沿
納
税
目
の
予
言
で
あ
る
。

　
梗
米
は
鎮
江
府
全
体
で
、
北
宋
の
五
万
二
二
七
三
石
（
大
中
祥
符
）
か
ら
、

南
宋
の
一
〇
万
骨
〇
六
六
石
（
嘉
定
）
、
九
万
九
三
六
八
石
（
宝
祐
四
）
、
九

万
二
二
九
〇
石
（
成
淳
）
と
推
移
し
て
お
り
、
北
宋
に
比
べ
南
宋
で
は
そ
れ

ぞ
れ
二
・
〇
九
倍
（
五
万
六
七
九
三
石
増
）
、
　
…
・
九
倍
（
四
万
七
〇
九
五

石
増
）
、
　
一
・
七
七
倍
（
四
万
一
七
石
増
）
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
　
一

方
塩
米
は
、
　
大
中
祥
立
時
に
は
二
｝
刀
四
【
九
山
凹
石
徴
収
山
ご
れ
て
い
る
が
、
｛
岡
｛
木

中
頃
の
嘉
定
年
澗
に
は
税
暦
軍
体
が
無
く
な
っ
て
い
る
。
府
下
の
各
黒
の
梗

米
は
、
丹
徒
県
が
二
万
一
〇
六
八
石
（
大
中
祥
符
）
↓
三
万
七
九
七
石
（
嘉

定
）
↓
二
万
四
三
七
二
石
（
威
淳
）
、
丹
陽
県
が
二
万
九
五
六
石
↓
四
万
四
〇

二
二
石
↓
三
万
九
六
五
四
石
、
名
義
県
が
一
万
一
一
四
八
石
↓
三
万
四
工
四

七
石
↓
二
万
八
二
六
四
石
と
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
秋
苗
糎

米
徴
収
量
は
決
し
て
「
静
的
な
停
滞
」
は
示
し
て
お
ら
ず
、
北
宋
か
ら
南
宋

に
か
け
て
明
ら
か
な
増
加
を
見
せ
て
い
る
。

　
だ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
北
宋
期
に
は
見
え
て
い
る
が
南

岸
に
な
る
と
消
え
て
し
ま
う
「
叢
論
二
万
四
九
六
石
」
で
あ
る
。
こ
の
二
万

石
余
と
い
う
数
量
は
網
当
大
き
な
値
で
あ
り
、
北
下
時
に
両
税
税
目
と
し
て

存
在
し
徴
収
さ
れ
て
い
た
一
府
下
の
財
源
の
一
つ
と
し
て
鎮
江
府
（
県
）

財
政
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
…
一
塩
米
が
、
南
宋
に
な
る
と
全
額
免
除

さ
れ
て
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
、
北
海
の
中
・

後
期
あ
る
い
は
南
宋
初
期
に
、
沿
納
税
目
と
し
て
の
性
格
を
開
ら
か
に
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

塩
町
と
い
う
名
称
を
や
め
、
糎
米
中
へ
と
繰
り
込
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥

　
　
　
⑧

当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
中
祥
符
蒋
の
顕
彰
と
塩
米
を
合
箕
す
る
と
「
七
万

二
七
六
九
石
」
と
な
り
、
こ
れ
を
基
準
量
と
し
て
前
出
の
繭
來
各
時
期
の
門

守
徴
収
量
と
比
べ
て
み
る
と
、
嘉
定
時
は
約
一
・
五
倍
（
三
万
六
二
九
七
石

増
）
、
庸
鵡
楯
四
年
は
世
一
・
三
七
倍
（
一
甥
力
六
五
九
・
盤
石
血
判
）
、
威
賄
浮
時
は
十

一
・
二
七
倍
（
一
万
九
五
一
工
石
馬
）
と
な
る
。
先
の
梗
米
を
比
較
し
た
時

の
増
加
率
よ
り
は
下
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
か
な
り
の
増
加
を
示
し
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て
お
り
、
府
の
レ
ベ
ル
で
の
北
宋
期
以
来
の
慰
撫
緩
持
と
い
う
評
価
は
な
し

得
な
い
が
ご
と
く
で
あ
る
。
各
県
に
つ
い
て
も
同
様
の
比
較
を
す
れ
ば
、
嘉

定
時
に
は
丹
徒
県
が
一
・
一
一
倍
、
丹
陽
県
が
一
・
四
九
倍
、
金
壇
県
が
二

・
○
八
倍
と
な
り
、
成
淳
時
に
は
丹
徒
県
が
○
・
八
八
倍
、
丹
陽
県
が
一
・

三
四
倍
、
金
壇
県
が
一
・
七
二
倍
と
な
り
、
丹
徒
県
の
場
合
の
み
は
北
宋
期

の
「
梗
米
＋
塩
米
」
微
収
量
に
近
い
数
値
で
推
移
し
て
い
る
も
の
の
、
全
体

と
し
て
は
県
レ
ベ
ル
で
の
急
調
の
存
在
・
維
持
は
窺
え
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
残
存
す
る
濁
税
統
計
の
数
値
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
、

鎮
江
府
で
は
府
の
レ
ベ
ル
で
も
県
の
レ
ベ
ル
で
も
、
斯
波
氏
が
蘇
州
で
指
摘

し
た
よ
う
な
秋
恭
謹
の
静
的
な
停
滞
は
見
ら
れ
ず
、
逆
に
南
宋
期
に
お
け
る

一
団
梗
米
酒
収
量
の
顕
薯
な
上
昇
と
い
う
事
態
が
特
徴
的
で
あ
る
。
で
は
こ

れ
は
、
北
宋
期
に
定
め
ら
れ
た
基
準
徴
収
量
国
原
額
が
、
鎮
江
府
に
お
い
て

は
変
更
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ

も
鎮
江
府
に
お
い
て
は
原
額
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

鎮
江
の
府
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
、
こ
の
南
二
期
に
お
け
る
二
万
石
刻
か
ら
三

万
六
千
石
余
に
お
よ
ぶ
増
加
の
中
味
で
あ
る
。

①
例
え
ば
、
前
掲
宮
沢
一
九
八
五
論
文
に
お
い
て
は
両
税
秋
竹
原
額
の
存
在
と
そ

　
の
維
持
と
い
う
視
点
は
無
い
。
氏
は
、
長
齢
妻
田
地
帯
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
　
割
る

　
「
三
宝
／
田
面
積
」
匪
◎
と
し
、
こ
の
⑨
の
値
の
税
率
－
地
方
志
な
ど
に
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヤ

　
る
税
財
、
毎
畝
の
規
定
税
額
…
－
に
対
す
る
低
さ
を
指
摘
し
、
「
国
家
の
把
握
す

　
る
田
は
す
べ
て
規
定
の
税
が
課
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
来
◎
の
値
は
税
率
と
｝

　
致
す
る
は
ず
で
あ
る
」
（
五
五
頁
）
と
さ
れ
、
こ
の
不
一
致
つ
ま
り
低
さ
一
三

　
分
の
一
程
度
一
の
理
由
は
、
正
規
の
課
税
が
か
か
る
執
日
田
（
税
田
）
の
、
田
面

　
積
中
に
占
め
る
割
合
が
低
く
、
水
紘
の
関
係
上
二
～
三
年
に
一
度
耕
作
す
る
「
易

　
田
」
と
呼
ば
れ
る
開
発
途
上
の
不
安
定
な
耕
地
が
大
量
に
存
在
し
た
こ
と
に
あ
る

　
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
隅
田
地
帯
の
秋
苗
米
歳
額
の
不
変
性
を
述
べ
、
そ
の

　
理
由
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
う
し
た
◎

　
の
値
の
低
さ
や
歳
額
の
不
変
性
は
、
農
業
サ
イ
ド
か
ら
だ
け
で
な
く
、
財
政
に
関

　
わ
る
場
合
に
は
行
政
側
の
要
困
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
税
則

　
上
の
税
率
と
実
際
上
の
畝
当
り
実
徴
税
額
1
こ
れ
が
◎
に
当
る
一
と
の
違
い

　
は
、
氏
の
言
う
よ
う
な
要
因
よ
り
は
、
む
し
ろ
開
発
の
進
展
、
耕
地
の
増
加
、

　
生
産
総
量
の
増
大
と
い
う
社
会
・
経
済
の
現
実
と
、
王
朝
の
伝
統
的
〃
祖
額
”
・

　
〃
原
額
主
義
”
と
の
乖
離
を
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
北
二
期
に
決
め
ら

　
れ
た
両
税
原
額
（
歳
額
）
は
常
に
園
定
さ
れ
た
ま
ま
な
の
に
対
し
、
在
地
で
は
現

　
実
に
開
発
が
進
み
登
録
耕
地
・
課
税
対
象
田
が
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

　
当
然
畝
当
り
実
微
税
額
は
当
初
よ
り
も
下
が
っ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
最
近

　
島
居
一
康
氏
も
両
税
苗
米
の
原
額
の
圃
定
・
存
続
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
を
出

　
し
で
お
ら
れ
る
（
「
南
宋
の
上
供
米
と
両
税
米
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
五
　
一
四
、

　
一
九
九
三
、
の
ち
『
宋
代
税
政
史
研
究
』
所
収
）
。

②
　
前
掲
一
九
八
六
論
文
三
コ
口
頁
、
一
九
八
七
論
文
二
〇
・
一
一
二
頁
参
照
。

③
　
前
掲
一
九
七
四
論
文
一
四
一
～
一
四
四
頁
、
一
九
八
七
論
文
＝
○
頁
参
照
。

④
　
　
晶
艇
掲
　
九
八
穴
払
岬
文
…
二
一
閃
一
～
一
二
一
五
百
ハ
「
表
7
　
　
二
代
長
汀
一
下
｝
侃
乱
杁
苗
額
」
、

　
一
九
八
七
論
文
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
「
表
9
　
宋
代
秋
苗
領
及
其
変
化
」
。

⑤
　
九
八
六
論
文
三
｝
六
頁
。

⑥
斯
波
氏
が
実
証
さ
れ
た
原
審
と
は
、
東
南
六
路
上
供
米
に
関
し
て
で
あ
り
、
必

　
ず
し
も
府
や
州
レ
ベ
ル
で
の
そ
れ
は
意
味
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
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火
干
の
宮
沢
知
之
氏
に
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
、
た
だ
し
辮
波
氏
は
、
一
九
入
六

　
論
文
三
一
一
一
頁
に
お
い
て
、
江
西
路
臨
江
軍
新
澄
県
の
例
で
は
「
秋
苗
原
額
」
、

　
岡
三
　
穴
買
の
蘇
州
の
例
で
は
コ
兀
豊
祖
額
」
と
い
う
表
現
を
し
て
お
ら
れ
る
。

⑦
　
鎮
江
府
の
塩
米
は
、
五
代
南
唐
の
時
に
淵
源
す
る
秋
税
梗
米
の
附
加
税
（
導
電

　
・
沿
徴
）
で
、
本
来
は
民
戸
に
対
し
て
官
よ
り
塩
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

　
が
、
二
代
で
は
堪
の
支
給
は
無
く
な
っ
て
い
た
。
前
掲
周
藤
一
九
六
〇
論
文
五
五

　
九
～
五
六
二
頁
参
妻
子
。

⑧
　
南
唐
以
来
の
各
種
の
沿
納
税
目
の
う
ち
塩
博
紬
絹
・
塩
鮪
餅
斗
な
ど
過
半
は
南

　
宋
に
至
る
ま
で
徴
収
さ
れ
続
け
た
。
前
掲
周
藤
｝
九
六
〇
論
文
五
六
一
～
五
六

　
二
・
五
七
〇
頁
参
照
。
塩
米
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
鎮
江
府
の
両
税
税
目
中
に

　
「
壌
絹
」
が
あ
る
。
こ
れ
も
塩
竃
と
同
じ
く
同
士
大
中
祥
符
時
に
は
三
五
五
四
匹

　
が
芝
葺
さ
れ
て
い
る
が
、
以
後
税
目
と
し
て
は
消
え
て
し
ま
い
、
徴
収
量
が
増
加

　
し
て
い
る
夏
税
絹
の
中
に
繰
り
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
嘉
定
鎮
江
志
』
巻

　
五
「
常
賦
」
の
条
参
照
。

三
　
鎮
江
府
の
加
耗
米
改
革

　
南
宋
勝
代
江
南
の
諸
藩
州
で
は
、
両
税
の
秋
苗
梗
米
に
対
し
て
一
定
の
割

合
で
加
耗
米
－
運
送
・
保
管
等
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
目
減
り
分
と
い
う

名
目
に
よ
る
付
加
徴
収
米
一
が
課
さ
れ
、
府
州
県
の
財
政
は
主
と
し
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
鎮
江
府
も
例
外
で
は
な
く

加
耗
米
が
微
収
さ
れ
て
お
り
、
時
の
駅
留
に
よ
っ
て
二
度
に
わ
た
る
加
耗
米

の
改
革
が
実
施
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
加
斗
米
が
前
節
の
鎮
江
暦
秋
苗
梗

米
の
増
加
と
密
接
に
連
関
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
愚
書
『
夜
露
集
』
巻
二
三
「
鎮
江
等
々
秋
苗
斜
面
記
」
は
、
鎮
江
府
の
加

高
嶺
改
革
の
顧
宋
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
や
長
文
で
は
あ
る
が
以
下
に

引
用
す
る
。

　
　
州
県
が
常
賦
の
輸
を
受
く
る
に
、
耗
あ
り
費
あ
り
、
未
だ
趨
を
正
数
の

　
　
外
に
取
る
を
免
れ
ず
、
し
か
も
取
る
回
復
た
分
隷
あ
り
。
賢
牧
守
に
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
り
て
惟
正
の
供
を
使
い
ん
と
欲
す
る
も
、
勢
と
し
て
べ
か
ら
ざ
る
あ
り
、

　
　
所
在
皆
然
り
。
㈲
乾
腐
の
間
、
三
幅
郡
太
守
の
宣
城
の
陳
寒
天
麟
が
、

　
　
始
め
て
正
苗
一
石
の
外
に
お
い
て
、
定
め
て
三
斗
八
升
の
数
と
為
し
、

　
　
佃
お
民
を
し
て
自
ら
島
隠
せ
し
め
、
吏
は
そ
の
手
を
上
下
す
る
を
得
ず
、

　
　
一
時
便
と
称
す
。
㈲
そ
の
後
、
数
は
定
め
あ
る
と
錐
も
、
し
か
る
に
餅

　
　
斗
は
更
易
し
、
官
・
吏
は
並
縁
増
加
し
て
、
正
数
に
視
ぶ
る
に
幾
ん
ど

　
　
倍
覆
す
。
…
…
⑨
今
、
太
守
の
韓
公
が
郡
に
到
り
、
上
恩
を
広
め
民
力

　
　
ゆ
る
や

　
　
を
寛
か
に
す
る
所
以
を
思
い
で
、
受
輸
の
官
・
吏
に
戒
飾
し
て
多
く
を

　
　
常
数
の
外
に
求
む
る
こ
と
冊
か
ら
し
め
、
惟
だ
謹
な
れ
ば
亦
た
既
に
績

　
　
　
い
た

　
　
を
底
さ
し
む
。
又
、
こ
の
郡
の
無
窮
の
計
を
為
す
所
以
を
思
い
で
、
乃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
ち
尽
く
府
・
県
倉
の
魁
斗
を
索
め
、
一
に
文
楽
院
の
頒
つ
所
に
準
じ
て

　
　
こ
れ
を
更
新
せ
し
む
。
こ
こ
に
お
い
て
、
官
に
在
り
て
は
則
ち
三
斗
八

　
　
　
　
　
　
か

　
　
升
の
数
は
凝
け
ず
、
し
か
も
斑
問
が
～
石
を
輸
送
す
る
に
、
常
業
に
視

　
　
ぶ
る
に
殆
ん
ど
三
斗
八
升
の
利
を
獲
る
に
止
ま
ら
ず
。
千
里
の
宅
生
す

　
　
る
も
の
は
歓
呼
起
舞
す
。
㈲
既
に
し
て
、
辞
を
合
し
て
郡
民
劉
某
に
請
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い
て
、
そ
の
事
を
石
に
書
し
て
以
て
公
の
徳
を
図
る
る
こ
と
無
か
ら
し

　
　
め
ん
こ
と
を
買
え
り
。
…
…
公
の
諄
は
大
倫
。
今
、
治
最
な
る
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の

　
　
位
を
飛
虫
に
擢
ん
で
ら
れ
、
就
ち
濫
漸
の
正
立
を
総
べ
、
兼
ね
て
本
府

　
　
を
知
す
る
と
云
え
り
。
端
平
甲
午
（
元
年
、
＝
一
三
四
）
の
清
明
の
日

　
　
　
　
③

　
　
に
記
す
。

全
体
は
、
冒
頭
の
平
入
部
分
、
加
耗
米
改
革
の
推
移
を
記
し
た
部
分
、
㈲
以

下
の
劉
宰
の
コ
メ
ン
ト
及
び
補
足
説
明
の
部
分
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
加
耗

米
改
革
の
推
移
が
さ
ら
に
㈹
・
㈲
・
⑥
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

知
府
の
在
任
期
問
を
他
の
史
料
に
よ
っ
て
補
い
つ
つ
、
㈲
㈲
⑨
の
部
分
か
ら

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
改
革
の
内
容
を
整
理
し
て
み
る
。

　
乾
元
四
年
（
一
一
六
八
）
に
陳
平
年
が
鎮
江
府
知
府
と
し
て
赴
任
す
る
以

前
は
、
鎮
江
府
下
で
は
理
博
の
加
耗
米
に
つ
い
て
の
確
た
る
規
定
は
存
在
せ

ず
、
加
耗
米
の
徴
収
率
は
現
場
の
晋
吏
の
手
に
握
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
野

放
し
状
態
で
あ
っ
た
。

　
㈹
　
乾
道
四
年
七
月
に
知
府
陳
天
麟
が
赴
任
し
、
彼
の
下
で
加
耗
米
改
革

に
手
が
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
秋
苗
（
梗
）
米
｝
石
に
つ
き
加
耗
米

三
斗
八
升
－
三
八
％
－
と
定
め
、
ま
た
受
納
の
際
の
築
量
は
納
税
戸
が

自
分
で
行
う
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
受
納
担
当
の
膏

隻
は
不
正
を
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
当
時
今
戸
に
と
っ
て
利
便
で
あ

る
と
称
讃
さ
れ
た
。

　
㈲
　
そ
の
後
魚
道
六
年
（
｝
一
七
〇
）
二
月
に
空
曇
麟
が
離
任
し
て
か
ら

は
、
秋
苗
一
石
に
つ
き
加
耗
米
三
斗
八
升
と
い
う
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
枡

目
の
大
き
さ
を
め
ぐ
る
不
正
や
官
僚
と
膏
吏
が
結
託
し
て
の
不
当
徴
収
に
よ

っ
て
、
加
耗
米
は
実
質
的
に
（
数
倍
に
P
）
増
加
し
て
い
く
　
　
こ
の
時
期

の
加
耗
米
徴
収
率
に
つ
い
て
は
後
述
1
。

　
⑥
　
品
定
三
年
（
＝
一
三
〇
）
＝
一
月
に
、
知
府
韓
大
倫
が
到
任
し
、
再

度
の
加
耗
米
改
革
が
始
ま
る
。
ま
ず
受
納
担
当
の
官
員
・
膏
吏
に
対
し
て
規

定
量
以
外
の
痴
夢
米
を
徴
収
す
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
、
同
母
に
本
来
の
職

分
を
慎
重
に
守
っ
て
励
め
ば
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
わ
た
し
た
。

次
に
、
不
正
の
温
床
と
な
っ
て
い
た
府
倉
・
県
倉
の
マ
ス
を
全
て
提
出
さ
せ
、

一
算
に
宮
制
の
工
部
文
無
院
の
マ
ス
に
な
ら
っ
て
作
り
か
え
さ
せ
た
。
先
の

仔
馬
米
三
斗
八
升
の
規
定
を
よ
り
厳
格
に
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

さ
ら
に
問
書
巻
一
七
に
は
「
回
韓
守
減
苗
餅
割
」
と
い
う
、
加
齢
米
の
改

革
に
つ
い
て
劉
宰
が
壁
塗
韓
大
倫
の
下
問
に
答
え
た
一
文
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。　

　
」
蝉
騒
郷
無
告
の
民
を
余
念
し
、
尽
く
三
十
八
勝
並
縁
の
墜
を
革
め
ん

　
　
と
す
。
二
斜
が
頒
下
さ
れ
万
衆
は
灌
呼
す
…
…
。
小
民
の
輸
す
る
所
は

　
　
僅
か
に
爵
勝
に
止
ま
れ
ば
、
則
ち
野
勝
も
亦
た
宜
し
く
更
む
べ
き
所
な

　
　
り
（
更
に
乞
う
、
劉
一
二
面
を
造
り
て
発
下
さ
れ
ん
こ
と
を
。
則
ち
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小
戸
の
賜
を
受
く
る
者
尤
も
多
か
ら
ん
）
α
虚
心
の
増
す
所
は
常
に

　
　
口
合
よ
り
始
ま
れ
ば
、
則
ち
叩
合
も
亦
た
宜
し
く
戒
む
べ
き
所
な
り

　
　
（
乾
道
中
、
太
守
陳
天
麟
侍
郎
が
倉
・
場
の
諸
色
合
用
を
総
計
し
、
定

　
　
め
て
三
爵
八
勝
と
為
し
、
人
戸
を
し
て
慮
か
ら
鮒
築
を
行
わ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
？

　
　
後
、
却
て
更
に
三
鰭
八
勝
の
上
に
お
い
て
増
加
せ
り
）
。
籍
か
に
乞
う
、

　
　
旨
意
を
明
細
し
て
詳
か
に
文
移
に
載
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
（
そ
の
説
、

　
　
　
斜
？

　
　
四
面
一
二
升
に
し
て
、
逐
項
の
各
色
は
、
将
来
更
に
は
添
ず
る
を
許
さ

　
　
⑤

　
　
ず
）
。
…
…

こ
こ
に
は
先
の
「
鎮
江
府
定
心
苗
魁
薗
記
」
の
㈹
㈲
に
当
る
、
下
道
年
下
の

知
乱
筆
天
麟
に
よ
る
改
革
と
、
そ
の
後
の
加
艶
気
の
秋
飯
米
毎
石
三
斗
八
升

の
線
を
越
え
て
の
増
大
に
つ
い
て
の
指
摘
の
外
に
、
　
「
鎮
江
府
減
秋
苗
斜
薗

記
」
に
は
見
え
な
い
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
影
写
が
韓

大
倫
に
糾
マ
ス
だ
け
で
な
く
、
斗
マ
ス
・
升
マ
ス
を
も
頒
下
す
る
よ
う
請
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餅
？

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
「
黒
餅
三
勝
（
四
斗
三
升
）
」
と
い
う
加

回
米
の
値
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
、
劉
宰
の
轍
魚
米
四
斗
三
升
と
い
う
説
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

結
局
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
「
鎮
江
府
減
豊
浦
落
魚
記
」
で
は

明
ら
か
で
な
か
っ
た
魚
道
の
改
革
後
の
加
耗
米
の
増
加
撮
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
宰
は
当
時
の
諸
事
情
・
諸
経
費

を
勘
案
し
た
上
で
三
斗
八
升
を
上
廻
る
四
斗
三
升
の
説
を
出
し
た
は
ず
で
あ

り
、
と
す
れ
ば
加
耗
米
の
増
加
も
最
低
こ
の
四
斗
三
升
を
越
え
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
四
斗
三
升
と
い
う
値
は
乾
道
以
後
に
お
け
る
加
耗

米
の
増
加
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
た
上
で
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
こ
れ

を
越
え
る
加
細
米
微
紋
が
存
在
し
た
中
で
の
一
つ
の
折
衷
案
と
し
て
の
数
値

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
要
す
る
に
、
鎮
江
府
下
で
は
乾
道
年
間
に
知
幽
霊
天
蓋
に
よ
り
加
耗

米
改
革
に
始
め
て
手
が
つ
け
ら
れ
、
秋
苗
糎
米
一
石
に
つ
き
頚
髄
米
三
斗
八

升
（
三
八
％
）
の
徴
収
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
こ
の
規
定

は
し
だ
い
に
有
名
無
実
化
し
て
し
ま
い
、
加
耗
米
は
四
斗
三
升
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
へ
と
上
昇
し
て
い
く
。
紹
定
年
間
に
な
っ
て
韓
大
倫
が
知
府
と
し
て

赴
任
し
再
度
の
改
革
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
暗
加
年
米
四
斗
三
升

と
い
う
議
論
も
あ
っ
た
が
、
結
局
先
の
陳
天
麟
の
時
の
三
斗
八
升
の
値
に
落

ち
着
き
、
倉
の
マ
ス
を
全
て
文
思
院
マ
ス
に
な
ら
っ
て
造
り
直
す
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
厳
格
に
加
耗
米
規
定
の
徹
底
が
は
か
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
二
度
に
わ
た
る
鎮
江
府
で
の
加
耗
米
改
革
と
そ
の
経
緯
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ス

前
節
で
述
べ
た
表
1
に
見
え
る
秋
面
素
米
（
梗
米
＋
塩
米
）
徴
収
最
の
北
宋

大
中
祥
二
時
か
ら
南
虚
威
淳
時
に
至
る
変
化
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
興

味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
表
2
は
、
秋
雲
糎
心
癖
収
量
の
変

化
と
霧
鐘
米
改
革
の
推
移
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
大
急
祥
符
時
の
秋
苗
米
を
前
節
の
よ
う
に
「
鼻
聾
＋
搬
米
」
の
七
万
二
七

六
九
石
と
す
る
と
、
南
宋
嘉
定
時
の
糎
米
一
〇
万
九
〇
六
六
石
と
の
差
額
は
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加並倉改革

※加耗米に関する規定無し

pa　2

秋　苗　穫　米

大中祥符（1008～16）

「硬米十塩米」＝　72，769石

　　　　　　　（指数1）

北
宋

乾道4～6（1168へ70）

　・知府陳天工

　・加耗米三石3斗8升

　・納税戸自らが藁量

淳熈～宝慶・紹定2

　　　　　　（1174’v1229）

　・加耗米の増加

　毎石4斗3升以上へ

紹定3～6（1230～33）

　・知府韓大倫

　・加耗米毎石3斗8升

　・文思院マス

嘉定（1208～24）

　　　「糎米」＝109，066石

　　　　　　　（手旨萎女1．499）

宝印4（1256）

　　　「豪更米」；罵　　99，368石

　　　　　　　（手量数1．366）

威淳（1265～74）

　　　「業更米「＝＝　　92，290石

　　　　　　　（キ旨数1．268）

南

宋

三
万
六
二
九
七
石
と
な
り
、
四
九
・
九
％
の
増
加
と
な
る
。
血
忌
四
年
の
梗

米
九
万
九
三
六
八
石
は
差
額
二
万
六
五
九
九
石
、
三
六
・
六
％
の
増
加
と
な

り
、
面
的
時
の
精
米
九
万
二
二
九
〇
石
は
差
額
一
万
九
五
二
一
石
、
二
六
・

八
％
の
増
加
と
な
る
。
例
え
ば
大
中
護
符
の
七
万
二
七
六
九
石
を
一
（
指
数
）

と
す
れ
ば
、
嘉
定
時
は
一
・
四
九
九
と
な
り
、
大
中
合
符
時
に
比
べ
て
秋
苗

回
米
一
石
募
り
○
・
四
九
九
石
の
増
加
と
な
る
。
同
様
に
二
宮
四
年
は
一
・

と
持
続
性
を
示
し
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

○
・
二
穴
八
石
と
数
値
が
低
く
な
っ
て
い
る
の
は
、

～
六
四
）

ら
か
が
府
の
所
管
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

が
低
下
し
た
た
め
で
は
な
い
。

志
』
の
割
注
に

　
三
六
六
、
〇
二
二
六
六
石
の
増
加
、
威
淳
時
は
一
・
二
六
八
、

　
○
・
二
六
八
石
の
増
加
と
な
る
。
こ
れ
ら
大
中
祥
符
時
の
七
万

　
二
七
六
九
石
を
基
準
と
し
た
増
加
率
・
指
数
を
、
鎮
江
府
に
お

　
け
る
加
飯
米
改
革
で
の
加
耗
米
の
訓
解
率
…
秋
苗
梗
米
一
石

当
り
の
加
耗
米
徴
収
量
一
と
比
べ
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の

　
二
者
が
ほ
ぼ
完
全
に
符
合
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
嘉
定

時
の
毎
石
○
・
四
九
九
石
　
（
四
斗
九
升
九
合
）
、
宝
祐
四
年
の

毎
石
○
・
三
六
六
石
（
三
斗
六
升
六
合
）
の
割
合
で
の
増
加
分

　
を
加
耗
米
の
徴
収
率
と
考
れ
ば
、
秋
苗
梗
米
の
増
加
率
が
加
耗

　
米
改
革
の
時
間
的
推
移
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
嘉
定
年
間
の
毎
石
○
・
四
九
九
石
は
、
乾
道
の
陳
天
盛
の
改

　
革
の
後
、
加
耗
米
が
四
斗
三
升
（
○
・
四
三
石
）
以
上
へ
と
増

　
え
た
時
期
の
値
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
宝
祐
四
年
の
毎
石

　
○
・
三
六
六
石
は
、
韓
大
倫
に
よ
る
第
二
次
の
改
革
の
厳
正
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
富
士
に
酒
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
且
然
定
年
間
（
一
二
六
〇

に
賢
似
道
の
公
田
法
実
施
に
よ
り
、
鎮
江
府
下
の
登
録
田
の
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
女
米
の
徴
収
率

　
　
　
　
　
　
　
『
至
警
士
心
』
　
巻
六
「
秋
租
」
に
引
く
『
威
ロ
澤

　
　
「
景
定
四
年
二
月
、
回
買
公
田
、
並
拘
丁
丁
府
隠
寄
田
地
、
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計
磁
器
三
県
梗
米
七
千
七
十
八
無
二
斗
四
合
一
勺
・
濡
米
七
百
一
十
六
石
四

斗
六
合
六
器
・
布
豆
蔵
銭
三
千
二
百
二
十
五
貫
九
百
三
十
五
文
九
分
三
野
」

と
あ
り
、
鎮
江
府
下
の
田
地
が
公
田
と
し
て
買
い
上
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
府

下
三
県
で
合
計
電
通
七
〇
七
八
石
蔵
が
益
税
の
中
か
ら
抹
消
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
威
淳
聴
の
梗
米
九
万
二
二
九
〇
石
に
こ
の
七
〇
七
八
石
を
加
え
る

と
九
万
九
三
六
八
石
と
な
り
、
宝
祐
四
年
の
秋
肥
梗
米
微
収
額
に
一
致
す
る
。

つ
ま
り
、
威
淳
時
の
毎
石
○
・
二
六
八
石
は
、
大
中
祥
符
蒔
の
七
万
二
七
六

九
石
を
基
準
に
計
算
し
た
た
め
、
宝
祐
四
年
よ
り
か
な
り
下
が
っ
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
に
見
え
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
宝
島
四
年
の
九
万
九
三
六
八
石
、
○
・

三
六
六
石
か
ら
変
化
は
無
く
、
や
は
り
紹
定
年
間
の
改
革
の
持
続
性
が
守
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
前
節
で
述
べ
、
表
1
・
表
2
で
も
確
か
め
ら
れ
る
鎮
江
府
の
秋
苗
梗
米
の

北
宋
か
ら
南
新
に
か
け
て
の
明
ら
か
な
増
加
は
、
北
宋
蒔
の
秋
苗
榎
米
徴
収

額
が
南
宋
に
到
っ
て
変
更
増
大
し
た
も
の
で
は
な
く
、
加
齢
米
部
分
を
も
合

算
し
た
値
が
地
方
薫
製
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
北
宋
大
中
祥
符
時
の
「
梗
米
＋
塩
米
」
雁
〔
七
万
二
七
六
九
石
〕
は
宋

一
代
を
通
じ
て
不
変
で
あ
り
、
常
に
秋
苗
世
羅
微
収
量
の
基
準
額
と
し
て
存

在
し
て
い
た
と
雷
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
準
額
に
加
耗
米
部
分

を
加
え
た
も
の
が
、
嘉
定
時
の
一
〇
万
延
〇
六
六
石
で
あ
り
、
宝
祐
四
年
の

九
万
九
三
六
八
石
で
あ
り
、
威
淳
蒔
の
九
万
二
二
九
〇
石
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
秋
苗
梗
米
徴
紋
量
の
変
化
と
加
算
米
徽
収
率
と
の
対
応
は
単
な
る
偶
然

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
北
宋
初
期
か
ら
南

宋
末
に
至
る
ま
で
基
準
額
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
た
七
万
二
七
六
九
石
こ
そ

が
、
鎮
江
府
に
お
け
る
秋
苗
糎
米
の
「
原
額
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
前
掲
周
藤
一
九
六
三
論
文
参
照
。

③
本
稿
で
通
信
し
た
劉
宰
『
漫
塘
集
』
の
三
つ
の
史
料
は
、
既
に
周
藤
氏
が
一
九

　
六
三
論
文
の
譲
⑭
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
氏
の
関
心
は
加

　
耗
米
の
割
合
の
み
に
あ
り
、
秋
苗
梗
米
、
塩
引
と
の
関
連
や
原
額
、
そ
れ
に
鎮
江

　
府
下
の
加
耗
米
改
革
の
推
移
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

③
　
州
県
受
常
夏
之
輸
、
有
耗
有
費
、
未
弓
取
臓
於
正
数
紫
外
、
開
所
取
復
有
受

　
隷
。
籍
重
三
守
、
二
二
惟
正
之
供
、
而
勢
有
不
可
、
所
在
三
二
。
乾
道
間
、
南
徐

　
郡
太
守
宣
城
陳
公
三
三
、
始
於
正
苗
一
石
之
外
、
定
為
三
斗
八
升
関
数
、
傍
民
自

　
行
藁
、
吏
不
得
上
下
其
手
、
一
時
称
便
。
其
後
数
錐
有
定
、
而
触
斗
隠
妻
、
官
．

　
吏
並
縁
増
加
、
視
正
数
幾
倍
荏
。
…
…
今
、
太
守
韓
公
庄
郡
、
思
所
以
広
上
恩
寛

　
民
力
、
戒
筋
受
輸
官
・
萸
、
母
求
多
於
常
数
之
外
、
惟
謹
亦
既
底
績
。
又
、
思
所

　
以
為
此
郡
無
窮
之
計
、
乃
尽
索
府
・
県
倉
鱗
斗
、
一
準
文
皇
院
所
頒
、
更
新
之
。

　
於
是
、
在
官
則
三
斗
八
升
之
数
不
緬
、
而
民
間
輸
送
一
石
、
視
常
歳
殆
不
止
獲
三

　
斗
八
升
之
利
。
千
里
三
生
歓
呼
起
舞
。
既
而
合
辞
請
於
目
窪
劉
某
、
逸
書
其
事
於

　
石
以
無
忘
公
之
徳
。
…
…
公
舞
大
倫
。
今
以
治
最
擢
位
省
郎
、
就
総
潅
漸
兵
餉
、

　
兼
知
本
土
云
。
端
平
甲
午
清
明
日
記
。

④
『
嘉
定
志
隔
巻
｝
五
「
宋
潤
州
太
守
」
、
『
至
順
志
』
巻
一
五
「
宋
太
守
」
。

⑤
　
秒
念
一
二
皇
霊
無
告
之
民
、
尽
革
三
斜
八
勝
玉
縁
之
樂
。
二
鮒
門
下
、
万
衆
懐

　
呼
。
…
…
小
民
所
輸
、
僅
止
斜
勝
、
則
斜
勝
亦
所
宜
更
（
更
乞
、
造
斜
一
二
面
発

　
下
。
剣
小
戸
受
賜
者
尤
多
）
。
鮎
吏
所
増
、
常
始
勺
合
、
則
気
合
亦
所
宜
戒
（
乾

　
道
中
、
太
守
陳
天
麟
侍
郎
、
総
計
倉
・
場
諸
色
合
用
、
定
為
三
聾
八
勝
、
許
人
戸
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南宋期　鎮江府の秋苗米と原額（長井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌
？

　
自
行
魁
樂
。
後
、
想
望
於
三
魁
八
勝
上
増
加
）
。
霧
乞
、
明
述
旨
意
、
詳
露
文
移

　
　
　
　
科
？

　
（
遊
説
四
創
三
升
、
逐
葵
各
色
、
将
来
不
許
更
添
）
。
…
…

⑥
「
醐
韓
守
減
苗
餓
劉
」
は
韓
∵
天
倫
に
よ
り
第
二
次
の
加
耗
米
改
革
が
検
討
・
実

　
施
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
改
革
終
了
後
韓

　
大
倫
が
知
府
の
任
を
離
れ
た
後
に
記
さ
れ
た
「
鎮
江
府
減
秋
苗
餅
颪
記
」
に
は
鱈

　
斗
三
升
の
値
は
晃
え
な
い
こ
と
か
ら
、
韓
大
倫
の
改
革
で
は
四
斗
三
升
の
値
は
採

　
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

⑦
先
の
㈱
中
の
「
視
正
数
、
幾
倍
捷
」
と
い
う
表
現
は
多
分
に
修
辞
的
な
表
現
で

　
あ
ろ
う
。
同
書
巻
四
「
憶
昨
行
寄
量
劉
法
曹
」
に
も
「
闘
年
軍
籍
取
之
民
、
三
斗

　
八
升
更
増
五
」
、
「
明
年
四
斗
三
升
之
上
更
雲
霞
」
と
あ
り
、
四
斗
三
升
の
値
が
挙

　
が
っ
て
い
る
。

③
　
本
来
は
、
公
田
法
実
施
に
よ
り
大
中
祥
毒
手
の
七
万
二
七
六
九
石
の
梗
米
の
う

　
ち
抹
消
さ
れ
た
額
を
差
し
引
い
た
値
を
基
準
に
計
算
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
抹

　
消
さ
れ
た
額
に
つ
い
て
の
史
料
は
無
い
。
『
威
淳
志
』
割
注
の
「
二
二
七
千
七
十

　
八
石
」
余
は
、
加
耗
米
を
も
含
ん
だ
数
値
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
三
節
に
わ
た
る
考
察
を
整
理
し
、
若
干
の
諜
題
と
展
望
を
述
べ
結
び

に
か
え
る
。

　
南
宋
期
に
お
い
て
鎮
江
府
で
は
府
の
段
階
で
両
税
秋
苗
梗
米
の
原
額
が
存

在
…
県
段
階
で
は
有
意
な
変
化
は
た
ど
れ
な
い
…
し
て
お
り
、
北
宋
大

申
祥
符
聴
の
微
雨
額
七
万
二
七
六
九
石
（
梗
米
＋
塩
瀬
）
が
こ
の
原
音
で
あ

っ
た
。
南
朱
に
な
っ
て
秋
苗
糎
米
の
徴
収
額
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
秋
苗

梗
米
一
石
に
つ
き
三
八
％
あ
る
い
は
四
三
％
以
上
の
加
産
米
の
徴
収
額
が
合

算
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
大
中
祥
零
時
の
原
額
が
変
更
さ
れ

た
た
め
も
し
く
は
原
額
が
存
在
し
な
い
た
め
で
は
な
い
。
大
中
祥
符
時
の
七

万
二
七
六
九
石
は
北
宋
・
南
宋
を
通
じ
て
不
変
で
あ
っ
て
、
常
に
秋
苗
梗
米

徴
収
量
の
基
準
額
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
大
中
祥

符
年
間
（
一
〇
〇
八
～
～
六
）
と
い
う
時
期
は
、
斯
波
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
｛
果
房
六
器
」
壽
供
米
原
額
山
門
○
○
万
石
（
山
鵯
ニ
○
万
石
）
が
設
定
さ
れ
た
且
承

徳
四
年
（
一
〇
〇
七
）
の
直
後
で
あ
り
、
鎮
江
府
の
三
子
荘
園
徴
収
量
の
原

額
も
六
路
上
供
覧
額
設
定
に
直
接
淵
源
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
言
え
ば
、
六
路
の
上
坐
総
額
が
決
定
・
固
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
鎮

江
府
に
お
い
て
も
従
来
の
梗
米
徴
収
実
績
を
も
と
に
、
上
灘
・
留
州
等
の
諸

経
費
さ
ら
に
は
加
耗
米
を
も
勘
案
し
つ
つ
府
の
梗
米
微
収
原
額
が
設
定
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宋
朝
治
下
の
府
財
政
の
枠
組
が
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
宋
代
に
お
け
る
両
税
の
原
額
や
原
額
の
存
在
を
前
提
と
し
た
上
で
の
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

藤
原
額
主
義
に
関
し
て
は
、
否
定
的
な
見
解
も
二
二
二
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵠
る

先
の
漸
西
囲
田
地
帯
に
お
け
る
「
苗
米
／
田
面
積
」
の
値
と
四
則
の
不
一
致

の
解
釈
や
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
囲
田
地
帯
の
農
業
の
不
安
定
性
の
議

論
な
ど
も
、
原
谷
の
存
在
を
考
え
た
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

一
見
す
る
と
秋
月
額
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
景
徳
四

年
に
近
い
塒
期
の
北
畑
時
に
お
け
る
当
該
府
州
の
徴
収
額
…
筆
者
の
考
え
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③

る
原
額
の
値
1
と
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
宋
磁
の
少
な
く
と
も
東

南
前
路
の
各
通
州
に
お
け
る
両
税
（
梗
米
）
微
奴
原
額
は
、
景
徳
四
年
前
後

に
設
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
鎮
江
府
に
お
け
る
秋
苗
原
水
の
存
在
を
東
南
六
路
以
外
の
全
て

の
府
州
、
全
て
の
地
域
に
敷
毒
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
や
や
慎
重
で
あ
り
た

㎎
・
そ
れ
を
示
す
肇
な
史
料
を
午
こ
と
と
・
婁
集
権
的
二
元
的
な

イ
メ
ー
ジ
と
違
い
、
宋
代
の
両
税
は
税
目
一
つ
と
っ
て
も
町
費
に
よ
っ
て
多

様
で
あ
り
、
府
州
ご
と
、
地
域
ご
と
に
検
証
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か

　
　
　
⑤

ら
で
あ
る
。

　
南
宋
晴
代
に
膚
州
の
レ
ベ
ル
で
両
税
の
原
額
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
る

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
展
望
が
可
能
と
な
る
。
ま
ず
、
宋
朝
国
家
に
お
い
て

は
実
質
的
な
軽
薄
方
針
の
大
原
則
が
継
続
的
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
の
際
限
な
く
農
民
の
租
税
負
担
が
増
大
し
て
い
っ
た
と
す
る
重
税
論
は

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ

一
定
の
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
七
八
○
年
の
両
税
法
施
行

に
伴
い
、
「
蚤
筆
順
出
」
と
い
う
均
田
程
庸
調
制
下
の
財
政
原
則
か
ら
、
「
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

出
制
入
」
へ
と
大
転
換
を
し
た
と
す
る
見
解
は
、
再
検
討
の
必
要
が
生
じ
る
。

さ
ら
に
、
後
代
の
王
朝
国
家
の
財
政
構
造
と
の
共
通
性
が
看
取
さ
れ
、
明
清

時
代
の
財
政
的
傾
向
の
出
発
点
と
し
て
宋
朝
財
政
を
位
置
付
け
る
こ
と
も
視

罫
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
必
ず
し
も
個
の
集
積
が
全
体
を
形
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
個
の
地
道

な
集
積
無
く
し
て
全
体
を
語
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
宋
代
の
財
政
に
関
し

て
は
比
較
的
豊
富
な
地
域
・
地
方
レ
ベ
ル
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
有
意

義
な
個
の
分
析
と
再
構
成
に
よ
っ
て
こ
そ
、
全
体
へ
の
有
効
な
る
批
判
を
な

し
得
る
で
あ
ろ
う
。

①
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
大
中
祥
習
業
の
秋
苗
梗
米
七
万
二
七
六
九
石
中
に

　
は
、
五
代
．
朱
初
以
来
鎮
江
府
下
で
微
収
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
加
耗
米
も
含
ま

　
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
一
旦
原
額
内
に
合
算
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
れ

　
ま
で
の
加
耗
米
は
、
附
加
税
と
し
て
の
名
称
と
実
質
を
失
い
、
以
後
原
額
の
構
成

　
要
素
と
し
て
不
可
分
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②
　
前
掲
宮
沢
一
九
八
五
・
島
居
…
九
九
三
論
文
。

③
　
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
北
二
期
の
府
州
の
両
税
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

　
い
。

④
　
第
一
節
「
南
宋
期
の
鎮
江
」
で
指
摘
し
た
鎮
江
の
農
業
・
経
済
事
情
の
他
の
漸

　
西
府
州
と
の
相
違
や
、
地
方
志
中
に
加
遣
米
が
何
ら
の
説
明
無
し
に
、
秋
苗
梗
米

　
中
に
合
祠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
特
異
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
　
｛
果
申
晴
六
路
に
お
い
て
も
、
加
耗
米
の
取
り
扱
い
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
酎
財
胤
以

　
運
用
は
相
当
程
度
現
場
の
官
員
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
お
り
、
多
様
で
あ
っ
た
。

⑥
前
掲
漸
波
一
九
八
七
論
文
一
一
〇
頁
に
お
い
て
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
帝
塚
山
大
学
非
常
勤
講
師
　
大

）
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